
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

令和６年能登半島地震など過去に発生した災害の教訓を踏まえ、保健・医療・福祉分野の

平時からの連携強化を図り、災害対応力を強化するため、長野県災害時保健医療福祉調整本

部の本部員に対し、本部長（健康福祉部長）からの任命式を行います。 

日 時 

令和８年４月 20日（月）午後２時 00分から 午後２時 30分まで 

 

場 所 

県庁議会増築棟 議会第二特別会議室 

 

任命対象者 

長野県災害時保健医療福祉調整本部員（長野県職員） 

 

任命者 

長野県災害時保健医療福祉調整本部長（健康福祉部長） 笹渕 美香 

 

任命式の流れ 

（１）本部長訓示 

（２）任命書の手交 

（３）本部員代表決意表明 

 

※ 長野県災害時保健医療福祉調整本部とは 

 

長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和８年（2026 年）４月 16 日 

 

長野県災害時保健医療福祉調整本部員への任命式を行います 

 

（問合せ先） 

担  当 健康福祉部健康福祉政策課企画調整係 

小林、松田 

電話：026-235-7093（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2334 

FAX： 026-235-7097 

E-mail kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

 長野県災害時保健医療福祉調整本部設置要綱（令和７年１月 20 日付け長野県健康福祉部

長通知）等に基づき、保健所、市町村と円滑な連携を図ったうえで、災害に対応できる体制

を平時から整備するもの。 

 

 県では今般、本部員を任命し、今年度はさらなる体制強化を図るため、有事の際の対応マ

ニュアルの整備・見直しや、研修の実施等により機能強化を図る。 


